
山
梨
県
公
報　
　

第
三
十
六
号　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
七
三

木 曜 日

第
三
十
六
号

　

令
和
元
年

九
月
十
九
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
道
路
の
供
用
開
始	

二
七
三

　
　
　
　

訓　
　
　

令

○
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

二
七
三

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請	

二
七
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出
（
三
件
）	

二
七
四

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出
（
二
件
）	

二
七
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
の
合
計
を
基
準
面
積
以
下
と
す
る
旨
の
届
出	

二
七
六

○
令
和
元
年
度
後
期
技
能
検
定
の
実
施	

二
七
六

○
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定	

二
七
八

　
　
　
　

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定	

二
七
八

○
山
梨
県
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
指
定
の
解
除	

二
七
九

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
九
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
元
年
十
月
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

北
杜
八
ヶ
岳

公
園
線

北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
字
古
城
三

三
四
五
番
一
地
先
か
ら

一
二
三
・
〇

令
和
元
年
九

月
二
十
日

北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
字
古
城
三

三
五
〇
番
三
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　

訓　
　
　

令

山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関　
　

　

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
二
十
三
の
項
を
二
十
四
の
項
と
し
、
一
の
項
か
ら
二
十
二
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
表
に
一
の
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

一	　

地
域
創
生
・
人
口

対
策
課

移
住
・
定
住
の
促
進

に
関
す
る
業
務

甲
府
市
飯
田
一
丁
目

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県
民
情
報
セ

ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

令
和
元
年
九
月
六
日

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的



山
梨
県
公
報　
　

第
三
十
六
号　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

二
七
四

　

1
	　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
ま
な
し

　

2　

代
表
者
の
氏
名　

内
田
智
之

　

3
	　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
甲
州
市
塩
山
上
於
曽
三
百
十
九
番
地

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
県
民
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開
発

目
標
）
の
啓
発
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

三　

縦
覧
期
間　

令
和
元
年
九
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
月
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

	
山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

株
式
会
社
東
京

さ
え
き　

代
表
取
締
役　

半
田
宗
晴　

東
京
都
国
立
市
西
一
丁
目
十
一
番
地
の
六

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

フ
ー
ズ
マ
ー
ケ
ッ
ト
お
か
じ
ま
七
日
市
場
店　

山
梨

県
山
梨
市
七
日
市
場
字
高
芝
原
八
百
四
十
二
番
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項

　
　

㈠	　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
さ
え
き

代
表
取
締
役　

佐
伯
行
彦

代
表
取
締
役　

長
谷
川
徹

東
京
都
国
立
市
西
一
丁
目
十
一
番
地
の
六

株
式
会
社
東
京
さ
え
き

代
表
取
締
役　

半
田
宗
晴

東
京
都
国
立
市
西
一
丁
目
十
一
番
地
の
六

　
　

㈡	　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
山
梨
さ
え
き

代
表
取
締
役　

佐
伯
行
彦

代
表
取
締
役　

髙
橋
宗
晴

山
梨
県
甲
斐
市
中
下
条
千
三
百
八
十
番
地

の
一　

外
一
者

株
式
会
社
山
梨
さ
え
き

代
表
取
締
役　

桑
原
孝
正

山
梨
県
富
士
吉
田
市
富
士
見
六
丁
目
十
一

番
二
十
三
号　

外
一
者

　
3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
二
十
六
年
九
月
十
一
日
外

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
九
月
二
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
二
十
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

株
式
会
社
東
京

さ
え
き　

代
表
取
締
役　

半
田
宗
晴　

東
京
都
国
立
市
西
一
丁
目
十
一
番
地
の
六

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

お
か
じ
ま
甲
西
食
品
館　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
古

市
場
字
東
小
沢
四
十
九
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項

　
　

㈠	　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
さ
え
き

代
表
取
締
役　

佐
伯
行
彦

東
京
都
国
立
市
西
一
丁
目
十
一
番
地
の
六

株
式
会
社
東
京
さ
え
き

代
表
取
締
役　

半
田
宗
晴

東
京
都
国
立
市
西
一
丁
目
十
一
番
地
の
六



山
梨
県
公
報　
　

第
三
十
六
号　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

二
七
五

　
　

㈡	　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
さ
え
き

代
表
取
締
役　

佐
伯
行
彦

東
京
都
国
立
市
西
一
丁
目
十
一
番
地
の
六

株
式
会
社
山
梨
さ
え
き

代
表
取
締
役　

桑
原
孝
正

山
梨
県
富
士
吉
田
市
富
士
見
六
丁
目
十
一

番
二
十
三
号

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
外

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
九
月
二
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
二
十
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

株
式
会
社
岡
島

　

代
表
取
締
役　

雨
宮
潔　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
二
十
一
番
十
五
号

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

お
か
じ
ま
食
品
館
敷
島
店　

山
梨
県
甲
斐
市
中
下
条

字
寺
前
千
三
百
八
十
番
地
の
一
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項

　
　

㈠	　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
岡
島

株
式
会
社
岡
島

代
表
取
締
役　

大
村
俊
介

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
二
十
一
番

十
五
号

代
表
取
締
役　

雨
宮
潔

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
二
十
一
番

十
五
号

　
　

㈡	　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
山
梨
さ
え
き

代
表
取
締
役　

髙
橋
宗
晴

山
梨
県
甲
斐
市
中
下
条
千
三
百
八
十
番
地

の
一　

外
二
者

株
式
会
社
山
梨
さ
え
き

代
表
取
締
役　

桑
原
孝
正

山
梨
県
富
士
吉
田
市
富
士
見
六
丁
目
十
一

番
二
十
三
号　

外
二
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
二
十
三
年
六
月
六
日
外

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
九
月
二
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
二
十
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

株
式
会
社
四
つ

葉
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン　

代
表
取
締
役　

小
澤
牧
子　

山
梨
県
甲
府
市
北
口
三
丁
目
四
番
三
十
三
号

セ
イ
ン
ツ.　

二
十
五
｜
二
千
五
百
一
号
室

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

お
か
じ
ま
都
留
食
品
館　

山
梨
県
都
留
市
田
原
二
丁

目
八
百
四
十
三
番
地
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所



山
梨
県
公
報　
　

第
三
十
六
号　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

二
七
六

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
さ
え
き

代
表
取
締
役　

佐
伯
行
彦

東
京
都
国
立
市
西
一
丁
目
十
一
番
地
の
六　

外
三
者

株
式
会
社
山
梨
さ
え
き

代
表
取
締
役　

桑
原
孝
正

山
梨
県
富
士
吉
田
市
富
士
見
六
丁
目
十
一
番

二
十
三
号

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
外

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
九
月
二
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
二
十
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

株
式
会
社
な
と

り　

代
表
取
締
役　

名
取
孝
雄　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
沢
登
二
十
九
番
地

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

お
か
じ
ま
白
根
食
品
館　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
飯

野
三
千
六
百
八
十
九
番
地

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
さ
え
き

代
表
取
締
役　

佐
伯
行
彦

東
京
都
国
立
市
西
一
丁
目
十
一
番
地
の
六

株
式
会
社
山
梨
さ
え
き

代
表
取
締
役　

桑
原
孝
正

山
梨
県
富
士
吉
田
市
富
士
見
六
丁
目
十
一
番

外
三
者

二
十
三
号　

外
一
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
外

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
九
月
二
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
二
十
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
を
基
準
面
積
以
下
と
す
る
旨
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者

　

1
	　

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

片
倉
工
業
株
式
会
社　

代
表
取
締
役

　

上
甲
亮
祐

　

2　

住
所　

東
京
都
中
央
区
明
石
町
六
番
四
号

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

㈠　

名
称　

ニ
ュ
ー
ラ
イ
フ
カ
タ
ク
ラ
石
和
店

　
　

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
千
三
百
七
十
四
番
二
十
一
外

　

2　

廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計　

三
千
六
百
四
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

　

3　

廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計　

零
平
方
メ
ー
ト
ル

　

4　

店
舗
面
積
の
合
計
を
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
に
変
更
す
る
日　

令
和
元
年
八
月
三
十
一
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
八
月
二
十
九
日

◉　

令
和
元
年
度
後
期
技
能
検
定
の
実
施

　

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い

う
。
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
の
実
施
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

実
施
職
種　

一
級
及
び
二
級
の
検
定
職
種
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
種
を
後
期
（
令
和

元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）
に
実
施
し
、
当
該
検
定
職



山
梨
県
公
報　
　

第
三
十
六
号　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

二
七
七

種
の
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
の
科
目
の
う
ち
受
検
者
が
選
択
す
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄

又
は
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
と
す
る
。

検
定
職
種

学
科
試
験
の
選
択
科
目

実
技
試
験
の
選
択
科
目

菓
子
製
造

洋
菓
子
製
造
法

洋
菓
子
製
造
作
業

二　

試
験
の
方
法　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験

三　

日
程
等

　

1　

実
技
試
験

　
　

㈠	　

実
施
期
日　

令
和
元
年
十
二
月
六
日
（
金
）
か
ら
令
和
二
年
二
月
十
六
日
（
日
）
ま
で
の
間

に
お
い
て
、
別
に
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

　
　

㈡　

実
施
場
所　

別
に
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
受
検
者
に
通
知
す
る
。

　
　

㈢	　

問
題
の
公
表　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
（
金
）
か
ら
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
甲

府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
二
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
内
）
に
お
い
て
行

う
。

　

2　

学
科
試
験

　
　

㈠	　

実
施
期
日

職
種

実
施
期
日

一
級
及
び
二
級　

菓
子
製
造

令
和
二
年
二
月
九
日
（
日
）

　
　

㈡	　

実
施
場
所　

甲
府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
二　

山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン

タ
ー

四　

受
検
申
請
の
手
続

　

1　

提
出
書
類

　
　

㈠　

技
能
検
定
受
検
申
請
書

　
　

㈡　

次
の
い
ず
れ
か
の
本
人
確
認
書
類
の
写
し

　
　
　

⑴	　

運
転
免
許
証
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
黒
塗
り
す

る
こ
と
。）

　
　
　

⑵　

特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
在
留
カ
ー
ド

　
　
　

⑶　

健
康
保
険
被
保
険
者
証

　
　
　

⑷　

生
徒
手
帳
又
は
学
生
証
（
氏
名
及
び
生
年
月
日
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。）

　
　
　

⑸　

外
国
政
府
が
発
行
し
た
旅
券
（
写
真
欄
及
び
日
本
国
査
証
欄
）

　
　
　

⑹	　

そ
の
他
日
本
の
官
公
庁
が
発
行
し
た
身
分
証
明
書
（
氏
名
及
び
生
年
月
日
が
確
認
で
き
る

も
の
に
限
る
。）

　
　

㈢　

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面

　

2　

試
験
手
数
料

　
　

㈠　

実
技
試
験

　
　
　

⑴　

⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
一
万
八
千
二
百
円

　
　
　

⑵	　

二
級
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
お
い
て
三
十
五
歳

未
満
の
も
の
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別

表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
並
び
に
⑶
及
び
⑷
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。）　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
九
千
二
百
円

　
　
　

⑶	　

二
級
を
受
け
よ
う
と
す
る
在
校
生
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第

六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
若
し
く
は
同

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
に
お
い
て
職
業
訓
練
（
省

令
第
九
条
に
規
定
す
る
短
期
間
の
訓
練
課
程
の
職
業
訓
練
を
除
く
。
）
を
受
け
て
い
る
者
若

し
く
は
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
職
業
訓
練
施
設
に
お
い
て
同
法
第

二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
職
業
訓
練
（
省
令
第
九
条
に
規
定
す
る
短
期
間
の
訓
練

課
程
の
職
業
訓
練
を
除
く
。
）
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）

又
は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
、

中
等
教
育
学
校
（
同
法
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
後
期
課
程
に
限
る
。
）
、
特
別
支
援
学
校

（
同
法
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
等
部
に
限
る
。
）
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
若

し
く
は
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
若
し
く
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
各
種
学
校
に
在
学
す
る
者
を
い
う
。
⑷
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
⑷
に
掲
げ
る
者

を
除
く
。
）　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
一
万
二
千
百
円

　
　
　

⑷	　

二
級
を
受
け
よ
う
と
す
る
在
校
生
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
お
い
て

三
十
五
歳
未
満
の
も
の
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を

も
っ
て
在
留
す
る
者
を
除
く
。
）　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
三
千
百
円

　
　

㈡　

学
科
試
験　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
三
千
百
円

　

3
	　

手
数
料
の
納
付
方
法　

実
技
試
験
の
手
数
料
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
は
、
技
能
検
定
受
検
申

請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
実
技
試
験
又
は
学
科

試
験
が
免
除
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
ま
た
、
申
請
書

を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
下
げ
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
手
数

料
は
還
付
し
な
い
。

　

4　

受
付
期
間　

令
和
元
年
十
月
七
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
金
）
ま
で



山
梨
県
公
報　
　

第
三
十
六
号　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

二
七
八

　

5
	　

提
出
先　

甲
府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
二
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
内
山

梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
〇
五
五
｜
二
四
三
｜
四
九
一
六
）

　

6
	　

そ
の
他

	　
　

㈠	　

申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
交
付
す
る
。
な
お
、
申

請
書
の
用
紙
の
郵
送
を
求
め
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
用
紙
請

求
」
と
朱
書
し
、
返
信
用
封
筒
（
角
形
二
号
の
封
筒
に
、
宛
先
を
記
入
し
、
百
二
十
円
分
の
切

手
を
貼
り
付
け
た
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

　
　

㈡	　

申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書

在
中
」
と
朱
書
す
る
こ
と
（
受
付
期
間
内
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
）
。
な

お
、
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面
を
同
封
す
る
こ

と
。

五　

合
格
発
表
等

　

1
	　

合
格
者
の
発
表
及
び
通
知　

合
格
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
三
月
十
三
日
（
金
）
に
県
庁
東

側
の
掲
示
板
に
受
検
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
山
梨
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
掲
載
す
る
。

な
お
、
合
格
者
及
び
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
山
梨

県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
書
面
で
通
知
す
る
。

　

2
	　

合
格
証
書
等
の
交
付　

一
級
の
合
格
者
に
は
厚
生
労
働
大
臣
名
の
合
格
証
書
を
、
二
級
の
合
格

者
に
は
山
梨
県
知
事
名
の
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
技
能
検
定

の
合
格
者
に
対
し
、
合
格
し
た
等
級
の
技
能
士
章
を
交
付
す
る
。

六	　

そ
の
他　

技
能
検
定
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
山
梨
県
産
業
労
働
部
産
業
人
材
育
成
課
（
電
話

〇
五
五
｜
二
二
三
｜
一
五
六
六
）
又
は
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

◉　

土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
（
宇
山
平
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定

に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公

告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

縦
覧
書
類　

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
元
年
十
月
二
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

中
央
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
元
年
十
一
月
五
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
十
九
日
ま
で

　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

　

山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
文
化
財
を
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

市　
　

川　
　
　
　
　

満　
　

有
形
文
化
財
の
部

　

絵
画名　

称

員　

数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所
在
の
場
所

絹
本
著
色
仏

涅
槃
図

一
幅

絹
本
著
色　

掛
幅
装

縦
三
六
六
・
四
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
横

一
九
九
・
七
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

宗
教
法
人

久
遠
寺

南
巨
摩
郡
身
延

町
身
延
三
五
六

七

南
巨
摩
郡
身

延
町
身
延
三

五
六
七

　

彫
刻名　

称

員　

数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所
在
の
場
所

木
造
六
観
音
、

男
神
立
像
及

び
諸
尊
像

十
七
軀

木
造

如
意
輪
観
音
立
像

（
像
高
）
九
三
・
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

梵
天
立
像

（
像
高
）
九
五
・
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

聖
観
音
立
像

宗
教
法
人

福
王
寺

甲
府
市
上
町
一

二
三
七

甲
府
市
上
町

一
二
三
七



山
梨
県
公
報　
　

第
三
十
六
号　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

二
七
九

（
像
高
）
九
五
・
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

不
空
羂
索
観
音
立
像

（
像
高
）
九
〇
・
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

千
手
観
音
立
像

（
像
高
）
八
一
・
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

十
一
面
観
音
立
像

（
像
高
）
八
九
・
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

馬
頭
観
音
立
像

（
像
高
）
八
三
・
二

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

増
長
天
立
像

（
像
高
）
九
九
・
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

男
神
立
像

（
像
高
）
一
〇
一
・

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

男
神
立
像

（
像
高
）
九
一
・
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

女
神
立
像

（
像
高
）
八
二
・
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

菩
薩
立
像

（
像
高
）
七
八
・
六

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

菩
薩
立
像

（
像
高
）
四
八
・
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

菩
薩
立
像

（
像
高
）
一
五
二
・

三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

菩
薩
立
像

（
像
高
）
一
三
七
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

菩
薩
立
像

（
像
高
）
四
四
・
一

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

地
蔵
菩
薩
立
像

（
像
高
）
八
三
・
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

　

山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
山
梨
県
指
定
天
然
記
念
物
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

市　
　

川　
　
　
　
　

満　
　

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
部

　

天
然
記
念
物

名　
　
　
　
　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

所　
　

有　
　

者

鶯
宿
峠
の
リ
ョ
ウ
メ
ン
ヒ
ノ
キ

笛
吹
市

川
町
鶯
宿
峠

山
梨
県



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報　
　

第
三
十
六
号　
　

令
和
元
年
九
月
十
九
日

二
八
〇

二
八
〇


